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薬局の管理及び運営に関する事項

許可の区分 ：　

管理薬剤師 ：

登録販売者担当業務　：　第 類医薬品・第 類医薬品の販売、情報提供、調剤事務など

登録販売者：

営業日及び営業時間 ：

ＴＥＬ ：

ＦＡＸ ：

薬局 薬樹株式会社 保生薬第572号

薬樹薬局 雪谷

2023年7月1日 から 2029年6月30日 まで

月～金曜 9:00～18:00

土曜 9:00～13:00

◇当薬局では、インターネットやお電話等による特定販売は実施していないため、

　 営業時間外で医薬品の購入などの申し込みを受理する時間帯はありません

日・祝日

03-3748-3710

03-3748-4720

： (03-3748-3710)

0059-250701

営業日及び営業時間内 薬局カウンターまたはお電話

上記以外 ： お電話 (03-3748-3710)

開設者 ： 許可番号：

薬局名 ：

所在地 ：

有効期限 ：

登録薬剤師担当業務：　

2 3

相談対応時間及び方法

取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の分類 ：

要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

勤務者の区別 ：　職種を名札に記載し、区別しております

・薬剤師：白衣(白色)

・事務員：白衣(緑色)

・登録販売者：白衣(緑色)

厚生労働省の定めによる基本となる加算対象時間帯 ：

当薬局の営業日においては、通常下記の時間帯が加算対象となります

登録薬剤師氏名：

東京都大田区東雪谷五丁目1番1号

処方せんによる調剤、医薬品の販売、情報提供など

定休日：

・管理栄養士：エプロン(緑色)

平日：19:00～翌朝8:00　　土曜：13:00～翌朝8:00　　日・祝日：終日

　2008年4月1日より、上記時間帯内で常態として営業している時に受け付けた処方せんについて

　夜間・休日等加算として、受付１回につき厚生労働省所定の費用(1割負担：40円、3割負担：120円)

　をいただいております。

※この営業日、時間帯以外でも開局時間が厚生労働省の定めによる基本となる加算対象の時間帯に

該当した場合は、閉局まで夜間・休日等加算を算定いたします。

月～金　19時以降まで延長して開局している場合は閉局まで

土      　13時以降まで延長して開局している場合は閉局まで


